
別紙８ 

○静岡市個人情報保護条例施行規則 

平成17年10月31日 

規則第167号 

改正 平成18年３月27日規則第141号 

平成21年３月18日規則第21号 

平成22年３月17日規則第19号 

平成24年３月15日規則第12号 

平成27年３月30日規則第36号 

平成27年９月16日規則第92号 

平成28年３月31日規則第24号 

平成29年１月10日規則第２号 

令和元年８月９日規則第９号 

令和２年３月19日規則第15号 

令和２年３月31日規則第35号 

静岡市個人情報保護条例施行規則（平成15年静岡市規則第４号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、静岡市個人情報保護条例（平成17年静岡市条例第９号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し、他の実施機関が定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（業務の届出） 

第２条 条例第６条第１項又は第２項の規定による業務の届出は、保有個人情報取扱業務（廃

止・変更）届出書（様式第１号）により行うものとする。 

２ 条例第６条第１項第６号の市規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）保有個人情報の収集先 

（２）保有個人情報の実施機関以外のものへの経常的な提供の有無及びその提供先 

（３）保有個人情報の電子計算機等の結合による実施機関以外のものへの提供の有無及びそ

の結合先 

（４）特定個人情報の取扱いの有無 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（平27規則92・令元規則９・一部改正） 

（個人情報ファイルの登録） 

第３条 条例第７条第１項の規定による個人情報ファイルの登録又は同条第３項の規定による
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登録した個人情報ファイルの廃止若しくは登録した事項の変更の登録は、別に定めるところ

により行うものとする。 

２ 条例第７条第１項第２号の市規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）業務を所管する組織の名称 

（２）個人情報ファイルの記録媒体の種別 

（３）個人情報ファイルの登録年月日 

３ 条例第７条第２項第４号の市規則で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファ

イルとする。 

（１）１年以内に消去することとなる個人情報のみを記録する個人情報ファイル 

（２）本人（他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。）

の数が100人に満たない個人情報ファイル 

（３）条例第７条第２項第１号に規定する者の被扶養者又は遺族に係る個人情報ファイルで

あって、専らその人事、給与、福利厚生等に関する事項を記録するもの 

（収集の制限） 

第４条 条例第８条第１項の市規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）本人として保有個人情報に記録される個人の範囲 

（２）保有個人情報の経常的な外部提供がある場合にあっては、その提供先 

（目的外利用等の届出等） 

第５条 条例第12条の規定による目的外利用又は外部提供若しくは情報通信提供の届出は、保

有個人情報目的外利用・外部提供・情報通信提供届出書（様式第２号）により行うものとす

る。 

（開示請求書） 

第６条 条例第16条第１項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書（様式第３号）とする。 

２ 条例第16条第１項第３号の市規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）開示請求者の電話番号 

（２）代理人による請求の場合にあっては、当該代理人の氏名、住所又は居所及び電話番号

並びに法定代理人又は任意代理人（法定代理人以外の代理人をいう。以下同じ。）の別 

（３）求める開示の実施の方法 

（令２規則35・一部改正） 

（開示請求者の本人確認等） 

第７条 条例第16条第２項の規定により、開示請求をする者は、実施機関に対し、次の各号に
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掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。 

（１）本人の請求 運転免許証、旅券その他当該開示請求に係る保有個人情報の本人である

ことを確認するに足りる書類 

（２）法定代理人の請求 運転免許証、旅券その他法定代理人本人であることを確認するに

足りる書類 

（３）任意代理人の請求 運転免許証、旅券その他任意代理人本人であることを確認するに

足りる書類 

２ 前項各号に定めるもののほか、条例第16条第２項の規定により、開示請求をする者は、実

施機関に対し、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなけれ

ばならない。 

（１）法定代理人の請求 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類 

（２）任意代理人の請求 前項第１号に掲げる書類の写し及び当該開示請求に係る保有個人

情報の本人の委任状その他任意代理人の資格を証明する書類 

３ 法定代理人及び任意代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその

資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なけれ

ばならない。 

４ 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。 

（開示決定等の通知） 

第８条 条例第21条第１項又は第３項の規定による通知は、次の各号に掲げる通知の区分に応

じ、当該各号に定める通知書を送付することにより行うものとする。 

（１）保有個人情報の開示をする旨の決定の通知 保有個人情報開示決定通知書（様式第４

号） 

（２）保有個人情報の一部を開示する旨の決定の通知 保有個人情報部分開示決定通知書（様

式第５号） 

（３）保有個人情報の開示をしない旨の決定の通知 保有個人情報非開示決定通知書（様式

第６号） 

２ 条例第23条第２項後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書（様

式第７号）を送付することにより行うものとする。 

３ 条例第24条後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書（様式

第８号）を送付することにより行うものとする。 

（令２規則35・一部改正） 
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（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第９条 条例第25条第１項及び第２項の市規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）保有個人情報が記録されている公文書の名称 

（２）意見書を提出する期限 

２ 条例第25条第１項又は第２項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書

（様式第９号）を送付することにより行うものとする。 

３ 条例第25条第３項後段の規定による通知は、保有個人情報の開示決定をした旨の通知書（様

式第10号）を送付することにより行うものとする。 

（令２規則35・一部改正） 

（電磁的記録の開示方法） 

第10条 条例第26条の市規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当

該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が

適当と認める方法とする。 

（１）録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再

生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したもの

の交付 

（２）その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム

（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされた

ものをいう。）により行うことができるもの 

ア当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又はこれを複写したものの交

付 

イ当該電磁的記録を光ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し

ておくことができる物（以下「光ディスク等」という。）に複写したものの交付 

（平27規則36・令２規則35・一部改正） 

（保有個人情報の開示の実施） 

第11条 保有個人情報が記録された公文書（当該公文書を複写したもの、専用機器により再生

したもの並びに前条第２号に規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したものを含む。

次項において同じ。）の閲覧又は視聴は、実施機関が指定する期日及び場所において行わな

ければならない。 

２ 実施機関は、開示決定を受けた者で保有個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴によ

り開示を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内

4/35



別紙８ 

容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずること

ができる。 

３ 保有個人情報が記録された公文書の写し（前条第１号に規定する録音カセットテープ又は

ビデオカセットテープに複写したもの、同条第２号に規定する用紙に出力したもの及びこれ

を複写したもの並びに光ディスク等に複写したものを含む。）の交付部数は、一の開示請求

につき１部とする。 

（平27規則36・一部改正） 

（開示を受ける者に関する本人確認手続等に係る規定の準用） 

第12条 第７条第１項の規定は、開示を受ける者について準用する。この場合において、同項

中「第16条第２項」とあるのは、「第26条第２項」と読み替えるものとする。 

（訂正請求書） 

第13条 条例第28条第１項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書（様式第11号）とする。 

２ 条例第28条第１項第４号の市規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）訂正請求者の電話番号 

（２）代理人による請求の場合にあっては、当該代理人の氏名、住所又は居所及び電話番号

並びに法定代理人又は任意代理人の別 

（令２規則35・一部改正） 

（訂正請求をする者に関する本人確認手続等に係る規定の準用） 

第14条 第７条第１項の規定は、訂正請求をする者について準用する。この場合において、同

項中「第16条第２項」とあるのは、「第28条第２項」と読み替えるものとする。 

（訂正決定等の通知） 

第15条 条例第30条第１項又は第２項の規定による通知は、保有個人情報の訂正請求に係る決

定通知書（様式第12号）を送付することにより行うものとする。 

２ 条例第31条第２項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書（様

式第13号）を送付することにより行うものとする。 

３ 条例第32条後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書（様式

第14号）を送付することにより行うものとする。 

（令２規則35・一部改正） 

（保有個人情報の提供先への通知） 

第16条 条例第33条の規定による通知は、保有個人情報の訂正実施通知書（様式第15号）を送

付することにより行うものとする。 
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（令２規則35・一部改正） 

（利用停止請求書） 

第17条 条例第35条第１項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書（様式第16号）

とする。 

２ 条例第35条第１項第４号の市規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）利用停止請求者の電話番号 

（２）代理人による請求の場合にあっては、当該代理人の氏名及び住所又は居所並びに法定

代理人又は任意代理人の別 

（令２規則35・一部改正） 

（利用停止請求をする者に関する本人確認手続等に係る規定の準用） 

第18条 第７条第１項の規定は、利用停止請求をする者について準用する。この場合において、

同項中「第16条第２項」とあるのは、「第35条第２項」と読み替えるものとする。 

（利用停止決定等の通知） 

第19条 条例第37条第１項又は第２項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止請求に係

る決定通知書（様式第17号）を送付することにより行うものとする。 

２ 条例第38条第２項後段の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書

（様式第18号）を送付することにより行うものとする。 

３ 条例第39条後段の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書（様

式第19号）を送付することにより行うものとする。 

（令２規則35・一部改正） 

（審査会への諮問等） 

第20条 条例第41条第１項の規定による静岡市個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）

への諮問は、諮問書（様式第20号）を提出することにより行うものとする。 

２ 前項の規定により提出する諮問書には、次に掲げる書面の写しを添付するものとする。 

（１）行政不服審査法第19条第１項に規定する審査請求書又は同法第21条第２項に規定する

審査請求録取書 

（２）保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書 

（３）第８条第１項各号の通知書、保有個人情報の訂正請求に係る決定通知書又は保有個人

情報の利用停止請求に係る決定通知書（開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作

為についての審査請求の場合を除く。） 

３ 条例第41条第２項の規定による通知は、諮問通知書（様式第21号）を送付することにより
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行うものとする。 

（令２規則35・追加） 

（審査会による答申） 

第21条 審査会は、条例第41条第１項の規定による諮問を受けたときは、速やかに審査し、及

び決定し、諮問庁に対しその結果を答申するものとする。 

２ 前項の規定による答申は、諮問庁に答申書を送付することにより行うものとする。 

３ 諮問庁は、審査会から第１項の規定による答申を受けたときは、その答申を尊重して、審

査請求についての裁決を行い、当該審査請求人に通知するものとする。 

４ 諮問庁は、前項の裁決において、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第50条第１項第

１号の主文が第２項の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を同条

第１項第４号の理由として記載しなければならない。 

（平28規則24・一部改正、令２規則35・旧第20条繰下・一部改正） 

（審査会の会長） 

第22条 審査会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。 

４ 会長は、審査会の会議の議長となる。 

５ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその

職務を代理する。 

（平18規則141・平21規則21・平22規則19・平24規則12・平27規則36・平29規則２・

令２規則35・一部改正） 

（審査会の会議） 

第23条 審査会の会議は、会長が招集する。 

２ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

（令２規則35・追加） 

（審査会の庶務） 

第24条 審査会の庶務は、総務局コンプライアンス推進課において処理する。 

（令２規則35・追加） 

（委員の除斥等） 
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第25条 次の各号のいずれかに該当する委員は、審査請求に係る事件の調査審議に参加するこ

とができない。 

（１）審査請求人 

（２）参加人 

（３）開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（前２号に掲げる者を除く。） 

（４）当該審査請求に係る保有個人情報の開示について実施機関に対し意見書を提出した者

（第１号及び第２号に掲げる者を除く。） 

（５）前各号に掲げる者の配偶者、４親等内の血族、３親等以内の姻族、同居の親族、代理

人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 

（６）前号に掲げる者であった者 

２ 審査請求人又は参加人は、委員について、審査請求に係る事件の調査審議の公正性に疑い

を生じさせるおそれのある事情があると思料するときは、審査会に対し、当該委員を当該事

件の調査審議に参加させないことを求めることができる。この場合において、審査会は、当

該求めに理由があると認めるときは、当該委員を当該事件の調査審議に参加させないことを

決定するものとする。 

３ 委員は、自らについて、審査請求に係る事件の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそ

れのある事情があると思料するときは、審査会の許可を得て、当該事件の調査審議に参加し

ないことができる。 

（令２規則35・追加） 

（意見の陳述の手続） 

第26条 条例第45条の規定による意見の陳述の申立ては、書面により行うものとする。 

（令２規則35・追加） 

（補佐人） 

第27条 条例第45条の規定による意見の陳述において、審査請求人等は、審査会の許可を得て、

補佐人とともに出頭することができる。 

２ 前項の規定による許可を得ようとする者は、書面により申し出るものとする。 

（令２規則35・追加） 

（弁明書等の提出） 

第28条 諮問庁は、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用される同法第29

条第２項の規定により弁明書の提出があったとき、又は弁明書を作成したときは、当該弁明

書の写しを審査会に提出するものとする。 
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２ 諮問庁は、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用される同法第30条第

１項の規定により審査請求人から反論書の提出があったときは、当該反論書の写しを審査会

に提出するものとする。 

３ 諮問庁は、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用される同法第30条第

２項の規定により参加人から意見書の提出があったときは、当該意見書の写しを審査会に提

出するものとする。 

４ 諮問庁は、次に掲げる手続について記録を作成したときは、当該記録の写しを審査会に提

出するものとする。 

（１）行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用される同法第31条第２項の

規定により審査請求人又は参加人にさせた意見の陳述 

（２）行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用される同法第34条の規定に

よる参考人の陳述又は鑑定 

（３）行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用される同法第35条第１項の

規定による検証 

（４）行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用される同法第36条の規定に

よる質問 

（５）行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用される同法第37条第１項又

は第２項の規定による意見の聴取 

５ 諮問庁は、行政不服審査法第32条第１項又は第２項の規定により証拠書類若しくは証拠物

又は処分の理由となる事実を証する書類その他の物件の提出があった場合において、当該提

出物が書面であるときはその写しを審査会に提出し、当該提出物が書面でないときは当該提

出物が提出された旨を審査会に通知するものとする。 

６ 諮問庁は、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用される同法第33条の

規定による求めに応じて書類その他の物件の所持人から物件の提出があった場合において、

当該物件が書面であるときはその写しを審査会に提出し、当該物件が書面でないときは当該

物件が提出された旨を審査会に通知するものとする。 

（令２規則35・追加） 

（出資法人の個人情報の保護） 

第29条 条例第57条第１項に規定する市規則で定める出資法人は、市が出資金、資本金その他

これらに準ずるものの２分の１以上を出資している法人とする。 

（令２規則35・旧第23条繰下） 
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（費用負担） 

第30条 条例第58条第２項及び第３項の市規則で定める額は、別表に定めるところによる。 

（令２規則35・旧第24条繰下） 

（雑則） 

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

（令２規則35・旧第25条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、改正前の静岡市個人情報保護条例施行規則第９条第２

項の規定により静岡市個人情報保護審査会の会長に選任されていた者又は同条第５項の規定

により指名された委員であった者は、それぞれ、同日に、第22条第２項の規定により会長に

選任され、又は同条第５項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものと

みなす。 

（静岡市公文書管理規則の一部改正） 

３ 静岡市公文書管理規則（平成15年静岡市規則第14号）の一部を次のように改正する。 

第７条第４項第４号中「平成15年４月１日条例第４号」を「平成15年静岡市条例第４号」

に改め、同項第５号中「平成15年４月１日条例第５号）第12条から第14条まで」を「平成17

年静岡市条例第９号）第15条、第27条第１項及び第34条第１項」に、「第16条第１項」を「第

21条第１項若しくは第３項、第30条又は第37条」に改める。 

（静岡市公印規則の一部改正） 

４ 静岡市公印規則（平成15年静岡市規則第15号）の一部を次のように改正する。 

別表第３の２市長印中「 

高齢介護課専用

市長印 

７ れい書 正方形 方21 ３ 各高齢介護

課長 

老人保健法による医療及び

介護保険料の納付に係る証

明並びに自己情報の開示決

定用 

」を「 

高齢介護課専用

市長印 

７ れい書 正方形 方21 ３ 各高齢介護

課長 

老人保健法による医療及び

介護保険料の納付に係る証
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明並びに保有個人情報の開

示決定用 

」に改める。 

（静岡市事務専決規則の一部改正） 

５ 静岡市事務専決規則（平成17年静岡市規則第14号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の（１）一般に関する事項中「 

21 公文書の公開又は

個人情報の開示等の

可否の決定をするこ

と。 

    重要なもの ○   

」を「 

21 公文書の公開又は

保有個人情報の開示

等の可否の決定をす

ること。 

    重要なもの ○   

」に改める。 

附 則（平成18年３月27日規則第141号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月18日規則第21号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月17日規則第19号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月15日規則第12号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月30日規則第36号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年９月16日規則第92号） 

（施行期日） 

１ この規則中第２条及び様式第１号の改正規定は平成27年10月５日から、様式第３号、様式

第11号及び様式第16号の改正規定は平成28年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 様式第３号、様式第11号及び様式第16号の改正規定の施行の際、現に改正前の静岡市個人

情報保護条例施行規則（以下「旧規則」という。）の様式により提出されている文書は、こ

の規則による改正後の静岡市個人情報保護条例施行規則の相当様式により提出された文書と

みなす。 

３ 様式第３号、様式第11号及び様式第16号の改正規定の施行の際、現に旧規則の様式により

作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第24号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年１月10日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年８月９日規則第９号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月19日規則第15号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日規則第35号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第30条関係） 

（平27規則36・令２規則15・令２規則35・一部改正） 

保有個人情報が記録された

公文書の区分 

交付する写し又

は複製物 

金額 備考 

文書、図画及び写真（マイ

クロフィルムを含む。） 

複写機により複

写したもの 

単色刷り１枚に

つき10円 

１ 日本産業規格A列４番の規

格による用紙を用いて行う

ものとする。ただし、これに

より難いときは、日本産業規

格A列３番を超えない規格に

よる用紙を用いて行うこと

ができる。 

２ 用紙の両面を使用する場

合は、２枚として計算する。

多色刷り１枚に

つき50円 

その他公文書の 当該複写したも   
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性質に応じて複

写したもの 

のの交付に要す

る費用（作成に要

する費用を含

む。）に相当する

金額 

電磁的記録 用紙に出力した

もの又はこれを

複写したもの 

単色刷り１枚に

つき10円 

１ 日本産業規格A列４番の規

格による用紙を用いて行う

ものとする。ただし、これに

より難いときは、日本産業規

格A列３番を超えない規格に

よる用紙を用いて行うこと

ができる。 

２ 用紙の両面を使用する場

合は、２枚として計算する。

光ディスクに複

写したもの 

１枚につき50円 光ディスクは、実施機関が用意

するCD―R（記憶容量700メガバ

イト）とする。 

その他電磁的記

録媒体に複写し

たもの 

当該電磁的記録

媒体の交付に要

する費用（作成に

関する費用を含

む。）に相当する

額 
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様式第１号（第２条関係） 

（平27規則92・令元規則９・一部改正） 

様式第２号（第５条関係） 

（平24規則12・一部改正） 

様式第３号（第６条関係） 

（平24規則12・平27規則92・一部改正） 

様式第４号（第８条関係） 

（平18規則141・平24規則12・一部改正） 

様式第５号（第８条関係） 

（平18規則141・平24規則12・一部改正） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

様式第９号（第９条関係） 

様式第10号（第９条関係） 

様式第11号（第13条関係） 

（平24規則12・平27規則92・一部改正） 

様式第12号（第15条関係） 

様式第13号（第15条関係） 

様式第14号（第15条関係） 

様式第15号（第16条関係） 

様式第16号（第17条関係） 

（平24規則12・平27規則92・一部改正） 

様式第17号（第19条関係） 

様式第18号（第19条関係） 

様式第19号（第19条関係） 

様式第20号（第20条関係） 

（令２規則35・全改） 

様式第21号（第20条関係） 

（令２規則35・追加） 
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